
■四ツ谷のげんばから■ 
「自主退学勧告」 

とある子ども支援の NPO の職員さんからお電話をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 自主退学勧告はあくまで「勧告」であり、それ自体として法的効果を持つものではありません。 

 ただ、生徒としての身分の喪失につながる重大な措置であるので、自主退学勧告についての学校の判

断が社会通念上不合理であり、裁量権の範囲を超えていると認められる場合には、その勧告は違法とな

り、損害賠償請求の対象となると考えられます。 

 本件では、A さんが故意に B さんの腕を脱臼させたわけではないこと、A さんは B さんもプロレス

ごっこをすることについて積極的に同意していたと認識していたことなどについて、正確な事実認定が

されていない可能性がありました。そこで、できれば職員さんも同席のうえ、一度 A さんの保護者に弁

護士による法律相談を受けていただくことをお勧めしました。 

 後日、職員さんから聞いたところによると、A さんと A さんの保護者が、怪我をさせてしまったこと

については謝罪しつつ、前提事実について、学校及び B さんとその保護者との間で、話し合いの機会を

持った結果、無事、学校による自主退学勧告は撤回されたということでした。 

 

 “こんなとき、どうしたらいいんだろう。”お困りの際は、お気軽にホットラインにご連絡ください。 
※ このお話は実例を参考にしたフィクションです。 

 

■ホットラインご利用のご案内■ 
当事務所では、常勤弁護士が福祉・医療関係のお仕事をされている方々に
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情報提供サービスを行っています。ご本人を支援する方でお悩みのこと２がござ

いましたら、ぜひご利用ください（ご担当ケースにおけるご本人のお名前等をお

話いただく必要はございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください）。 

 

 ご利用時間帯  平日 10:00～17:00 

 お問合せ先電話番号 ０５０－３３８３－０２０２ 

 よくあるお問合せ 成年後見制度、相続・遺言、債務整理、生活困窮、離婚、 

賃貸借トラブル、消費者被害、法テラス利用方法など３ 

 
１ 支援を受けておられるご本人からの直接のお電話には対応できません。ご本人からの直接のご相談につき

ましては、法テラス地方事務所にてご予約を承ります。お近くの法テラス地方事務所をお探しの場合は

https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html をご参照ください。 
２ 最終的にはご本人(被支援者様)のために、そのお悩みについて解決の道筋をつけることが目的です。支援

者様や支援者様が所属する機関・団体の法務につきましては対応できませんので、予めご了承ください。 
３ ここに掲げたもの以外のお悩みでも、ご遠慮なくお問い合わせください。 

                                         地方事務所一覧 

                                 

・私立中学に通う A さん（中３・男子）と B さん（中２・男子）は、共にテニス部に所属する先輩・後

輩で、よく練習前にふざけてプロレスごっこをしていました。B さんはあまり気が進まなかったので

すが、先輩の A さんに嫌だとは言えず、笑顔で「いいですね。負けないですよ。」と応じていました。 

・ある日、A さんが、B さんに技をかけると、誤って B さんの腕を脱臼させてしまいました。これによ

り、B さんは夏の大会に出られなくなってしまいました。 

・A さんは、B さんに、本当にごめんと謝罪し、B さんはこれを受け入れました。しかし、PTA 会長で

もある B の父親は激怒し、嫌がる息子に無理やりプロレス技をかけ、怪我をさせ、大切な大会に出ら

れなくした A は退学にすべきだと言って、学校に迫りました。 

・事態を重くみた学校は、A さんに自主的に退学することを求めました。 


